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学校ΛΑΓΑ͍ڭҭの場ʹ

　「学校がブラック職場になっている」―いま、教職員の

長時間労働が社会問題になっています。その是正は、労働

条件の改善として緊急であり、子どもの教育条件としてきわ

めて大切な、国民的課題です。

　2017年、ついに政府も「教員の長時間勤務の早急な是

正」を掲げました。しかし、その対策は肝心の教員増がな

いなど、不十分です。それだけに、国民、教職員が力を合

わせて、国や自治体に必要な対策をとらせ、学校を安心し

て働き続けられる場にすることが求められています。なぜ教

職員が長時間労働になったのか、どうやって打開するのか

―私たちの見解と提案を発表します。
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　国の「教員勤務実態調査」(2016 年、対象は小中学校。以下「調

査」)によれば、教員は月曜から金曜まで毎日、平均 12時間ちか

く働き、休みのはずの土日も働いています。副校長・教頭の勤務は、

さらに過酷です。学校では 〝誰かが午前２時、３時に退勤して鍵を

閉め、別の教員が午前５時、６時に出勤して鍵を開ける〞 〝仕事が

終わらず泊まり込む教員がいる〞 といったことも起きています。忙

しすぎて教職員同士がコミュニケーションをとる時間がなく、ギス

ギスした雰囲気の職場も増えています。精神疾患による休職者が増

え、過労死もあとをたちません。まさに、教員の長時間労働は限界

に達しています。

քʹୡするݶ
৬һの௕࣌ؒ࿑ಇڭ
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　教員の長時間労働は、子どもや保護者にとっても深刻な問題です。

　何より、授業準備の時間が足りません。「調査」では、小学校教

員は１日6コマ分近い授業（４時間25分、小学校の１コマは45分）

をしていますが＊１、準備は１時間 17分です。これでは、適切な教

材研究ができません。また、「先生、遊んで」「先生、話をきいて」

という声に応じたり、いじめなどの深刻なケースに対応するための、

時間や心の余裕がなくなっています。保護者と意思疎通をはかるた

めの時間も、十分にとれません。

　なぜ、異常な長時間労働が生じたのか。そこには、次の３つの根

本的な問題があります。

　何より、国が教員の授業負担を増やしたことが、今日の長時間

労働の根底にあります。

　教員１人あたりの授業負担は長い間、「１日４コマ、週24コマ」

とされ、それを満たすことを目標に、定数配置が行われてきまし

ҟৗͳ௕࣌ؒ࿑ಇΛ
ੜΈग़ͨ͠
�ͭのࠜຊ໰୊

ෛ୲Λ૿΍ͨ͠ۀһͷतڭɺ͕ࠃ ❶

�
＊１　国の「調査」は、30分単位の記入のため、授業時間は実際より多

めの数値となる可能性がある。それでも多くの小学校教員が１日５
コマ、６コマの授業をしていることが推定される。
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た（下の資料）。ところが、国はその基準を投げ捨て、教員の授

業負担を増やしたのです。

　その１つは、学校週５日制（1992 年から部分実施、2002 年

完全実施）を、教員増なしで行ったことです。「１日４コマ」と

いう基準に従えば、勤務日が週６日から５日に減れば、担当でき

る授業も５／６に（約 17％）減るはずです。ところが、学校週

５日制に伴う授業減は約７％でした。この結果、教員の１日あた

りの授業負担が増えました。

　重大なことは、その後、授業が教員増なしに、さらに増やされ

たことです。国は、国の標準（学習指導要領）を上回る授業時数

の確保を求めるという異例の通知をだし（2003年）、標準自体も

「ゆとり見直し」の号令のもとに増やしました（2011年）。

　教員定数をは͡めて๏཯で定めたのは、���� ೥の「ެཱٛ຿教ҭ
ॾ学校の学ڃฤ੍ٴͼ教৬員定数のඪ४ʹؔ͢る๏཯」。๏Ҋ࡞੒ʹ
ࠤ定ʹͭいて࣍のよ͏ʹઆ໌し·したʢࢉ྅は、定数の׭Θͬたจ෦ܞ
　　Ӧʢ�ʣܦ౰時、「৽しい๏཯と学校ʹࠤ຿՝௕ิࡒथଠ࿠ɾจ෦লࡾ౻
小学校の教৬員定数」、h 学校ܦӦ �ɦ��� ೥ �݄߸ʣ。
ʕࠓճの๏཯の੍定ʹあたͬて「教৬員数をなʹ͔Βׂग़した͔」と
い͏ことʹͭいては、「教Պのࢦಋ時数と、１教員あたりのඪ४ࢦಋ時数
とのؔ܎を͓さ͑ることとした」。
ʕ「教Պのࢦಋ時数」は、「ج४時数を೦಄ʹ͓͖ながΒ、֤౎ಓ෎
。Խしたもの」としたۉಋ時数をฏࢦが実際ʹฤ੍しているݝ
ʕ「１教員あたりのඪ४ࢦಋ時数」は、「１ि ��時ݶをもͬてඪ४と
した」。「したがͬて、１日ฏ̐ۉ時ݶとなるが、これは１日のۈ຿時間̔
時間の͏ͪ、̐時間 時間をؚΈܜٳ	 
をਖ਼نの教Պࢦಋʹあて、࢒り
̐時間を教Պ֎ࢦಋの΄͔、ࢦಋのための४උ੔ཧ、そのଞ校຿Ұൠ
ʹॆ౰͢るとい͏ํ͑ߟである」。
　国はこのݪଇを���0 ೥୅Ҏ߱、౤ࣺ͛ててし·い·した。

長い間、教員の授業負担は「１日４コマ」が原則だった資料



6

　1990 年前後から、不登校の増加、いじめ問題など学校のかかえ

る課題が増えました。また、貧困と格差が広がるもとで、子育てへ

の不安や困難が深まり、保護者との関わりも複雑さを増しました。

こうしたもとで、教職員の負担は増えざるをえませんでした。

　その結果、すでに見たように、小学校の多くの教員が１日５コ

マ、６コマの授業をしています。１日６コマの授業をこなし、法

律通りに 45 分間の休憩をとれば、残る時間は 25 分程度しかあ

りません（下の図）。そのなかで授業準備や採点、各種打ち合わ

せや報告書づくりなどの校務が終わるはずがなく、長時間の残業

は必至です。中学校での授業負担は１日約５コマですが、部活動

指導などのため小学校以上の長時間労働となっています。

ͷ͔͔͑Δ՝୊ͷ૿Ճߍֶ�຿ͷ૿େۀ ❷
�ʮڭҭվֵʯʹ ΑΔෛ୲ͷ૿େ
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　しかも同じ時期に、国や自治体は、全国学力テストや自治体独自

の学力テスト、行政研修の増大、土曜授業、教員免許更新制、人

事評価、学校評価など多くの施策を学校に押し付けました。それら

が積み重なり、教職員の多忙化に拍車をかけました。中央教育審

議会の「学校における働き方改革特別部会」の「中間まとめ」（2017

年 12月）も、国の問題として「これまで学校現場に様々な業務が

付加されてきた反省」を指摘しています。それらの施策の多くは、「競

争と管理」によって子どもや教職員をおいたてるもので、そのこと

が教育現場をさらに疲弊させるという問題もあります。

　公立学校の教員が、法律で例外的に「残業代ゼロ」とされてき

たことも重大です（公立学校教育職員給与特別措置法＊2）。その

もとで、どの先生が何時間残業したのかまったく分からない状態

が続き、長時間労働が野放しになりました。

　ところが、政府・自民党は、問題の根本にある教員定数や「残

業代ゼロ」の見直しを行わず、「１年単位の変形労働時間制」の

導入を検討しています。これでは夏休み期間以外の異常な長時間

労働が制度化・固定化され、新たな矛盾も生じ、問題は解決しま

せん。

❸ ʮۀ࢒୅θϩʯͷ๏཯͕ɺ
௕࣌ؒ࿑ಇΛ໺์͠ʹͨ͠

＊̎　ެཱ学校教ҭ৬員څ༩ಛผાஔ๏は、���� ೥ʹࣗຽౘのΈのࢍ
੒でߦڧされた。ެཱ学校の教ҭ৬員ʹ࢒業୅をڅࢧしない、教
৬調੔ ʢֹڅ༩̐ˋ্৐ͤʣをҰ཯ʹ͢څࢧるなͲがओな಺༰。̐ˋ
とい͏数値は、౰時のۈ຿実ଶをߟࢀʹ定めΒれたが、教৬調੔
ֹࣗମは教員ۈ຿のಛघ性をแׅతʹとΒ͑たものとされている。
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　私たちは以上をふまえ、教職員の異常な長時間労働をなくすため

の基本的な政策として、以下の提案を行います。

　１日５コマも６コマも授業を持てば、所定の勤務時間内に仕事を終

えることは不可能です。教員の持ち時間数の上限を、１日４コマを目

安に定め(６ページの図を参照 )、それに必要な教員定数を増やしま

す。小学校で週20コマ、中学校で週18コマを上限とします。

　そのため、小中学校の教員定数を10年間で９万人増やします。

最終的に数千億円の予算が必要ですが、先進国最下位の教育予算

のＧＤＰ比を０.１ポイント引き上げるだけで可能です。負担軽減を加

速させるため、定数外で短時間勤務教員（再任用など）を配置します。

そのためにも、教員資格を奪い、教員不足を招いている免許更新制

を中止します。

　業務増が予想される事務職員など学校職員の定数を増やします。

カウンセラーなどの教員外の専門職は、週１、２度しか学校に来られ

ない非常勤ではなく、常勤とします。

　高校、特別支援学校も事態は深刻であり、教職員定数を、小中学

校に連動させて増やします。

೔ຊ࢈ڞౘのఏҊ�
提案̍ ࣋ͪ࣌ؒ਺の্ݶΛఆΊ、

ͦのͨΊのఆ਺վળܭըΛ͓͜ͳ͏



9

�
೔
本
ڞ
࢈
ౘ
の
ఏ
Ҋ

　教員１人あたりの子どもの数を減らすことは、ゆきとどいた教育の

ためにも重要であり、少人数学級のための定数増を各学校種ですす

めます。

「 」

 学校の業務を減らすことも重要です。業務改善等に関する「文科

省通知」（2018 年２月９日）や運動部活動に関する「スポーツ庁

ガイドライン」（同年３月）は、積極的な面を含んでいます。それら

も活かして、業務削減を大胆にすすめることを提案します。

提案2 学校の業務削減―国と自治体、
学校現場の双方から推進する
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　国も自治体も、教職員の適正な労働に責任をおう当事者です。

異常な長時間労働がある以上、その一因となっている自らの施策を

厳しく見直すことが求められています。この点で、数県で県独自の

学力テストを休止・中止したことは、注目すべき変化です。

　ところが国は、自らの施策を見直す立場に立ちきれていません。

標準以上の授業時数を求める通知の撤回、多忙化に拍車をかけて

いる多くの施策の削減・中止を求めます。

　自治体は、現場の要求をふまえつつ、過大な授業時数の見直し

や行政研修・各種研究授業の簡素化など「文科省通知」にもある

事項を含め、諸施策の大胆な見直しが求められています。勤務の

適切な割り振りの推奨など労働時間短縮のための措置も重要です。

　さらに、国も自治体も、教育施策によって現場の負担を再び増や

さないよう、「何かを加えるのなら、何かを削る」を鉄則とすべきです。

　各学校での教職員の話し合いにもとづく業務削減は、ただちに実

行することができます。長時間労働を減らす大きな力であり、子ど

もの教育のためにも大切です。

　実際に、「決められたことを全部やって疲れ果てるより、要所をお

さえて元気に教壇にたったほうが、子どもたちにはいい」と話し合

い、業務削減を行ってきた学校もあります。職場アンケートにもと

づいて、学力テスト対策の補習の中止、研究授業の指導案の簡略

化、朝マラソンの中止などを行った学校もあります。また、各学校

で法律にもとづく労働安全衛生の体制の確立、労働法制などの学

習をすすめることも重要です。

ɾࣗࠃ ❶ ࣏ମ͸ɺݱ৔ʹෛ୲Λ༩͍͑ͯΔ
Δ͢ࢭɾதݮ࡟Λࡦࢪҭڭ

৬һͷ࿩͠߹͍ʹ΋ͱ͖ͮɺڭͰɺߍֶ ❷
ෆཁෆٸͷۀ຿Λݮ࡟ɾத͍ͯ͘͠ࢭ
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　部活動は生徒にとって積極的な意義がありますが、勝利至上主

義や指導体制の保障がないもとで、多くの弊害がうまれ、そのあり

方を見直すべき時にきています。

　当面する教員の負担軽減では、次の点を重視します。

▼「休養日は週２日以上、土日のどちらか休み」等 (スポーツ庁「ガ

イドライン」　下の資料 )を、関係団体、保護者や生徒を含む関

係者の議論を通じて定着させる

▼新たに導入された部活動指導員 (非常勤公務員 )は、顧問の教

員と連携した過熱化の抑制、スポーツや文化の科学的知見や教

育の条理をふまえた指導を重視する

▼部活動の成績を内申書や人事評価に反映させない、全国大会の

精選など過熱化を抑制する

▼教員が顧問になる義務はなく、顧問強制をやめる。生徒への参

加強制もやめる

❸ ෦׆ಈͷෛ୲ܰݮΛ͢͢ΊΔ

　੒௕ظʹあるੜెが、ӡಈ、৯ٳ、ࣄཆٴͼਭ຾のόϥϯεのとれた
ੜ׆をૹることがで͖るよ͏、εϙʔπҩɾ�Պ学の؍఺͔Βのڀݚも౿
·͑、ҎԼをج४と͢る。
⁃学ظதは、ि౰たり̎ 日Ҏ্のٳཆ日。ʢฏ日１日、౔ɾ日１日Ҏ্。
ि຤ʹେձࢀՃ౳した৔߹、ٳཆ日をଞの日ʹৼりସ͑ʣ
⁃௕ٳظ業தは、学ظதʹ४͡る。·た、े分なٳཆ、෦׆ಈҎ֎ʹも
多༷な׆ಈがで͖るよ͏、あるఔ౓௕ظのΦϑγʔζϯをઃ͚る。
⁃１日の׆ಈ時間は、௕くともฏ日では̎時間ఔ౓、学校のٳ業日ʢ学
தのि຤をؚΉʣは̏時間ఔ౓とし、で͖る͚ͩ୹時間ʹ、߹ཧతظ
でޮ཰తɾޮՌతな׆ಈを͏ߦ。

ద੾ͳٳཆ日ʕεϙʔπி「ΨΠυϥΠϯ」ʢঞ࿥ʣ資料
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　割り増し賃金を支払う残業代の制度（労働基準法）は、長時間

労働に歯止めをかけるしくみの一つです。その適用除外が誤りだっ

たことは明らかで、残業代を支払うようにすべきです。また、残業

時間の上限を「週 15時間、月45時間、年 360 時間以内」（厚生

労働大臣告示）とします。

　来年には、労働時間把握が使用者 ( 行政、校長 )の法律上の強

い義務となります。教育委員会等は時間把握と健康管理の責任あ

る体制をとるべきです。

　日本政府も加わっている「ILO・ユネスコ　教員の地位に関する

勧告」は、教員の働き方のルールを定めた重要な文書です。同勧

告をふまえ、専門職としての尊重、自律性や自主的研修などを重視

します。

　学校での長時間労働と並んで見過ごせないのが、教職員の非正

規化の問題です。

˔࿑ಇ࣌ؒ೺Ѳͱ݈؅߁ཧ

˔ઐ໳৬ͱ͠ ͯͷಇ ϧ͘ʔϧ

Δ੍͢نΛؒ࣌ۀ࢒෷͍ɺࢧ୅Λ͖ͪΜͱۀ࢒˔

提案� ৬һのಇڭ ϧ͘ʔϧΛཱ֬する

提案� ৬һのڭنͰのඇਖ਼ཱࢲ、ཱެ
ਖ਼نԽと଴۰վળΛすすΊる
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　教員の非正規雇用を大々的に認めた規制緩和（2001年、「定数

崩し」）などのため、今や小中学校では６人に１人が非正規教員

です。「同じ担任の仕事をしても、給与が違いすぎる」「来年も仕

事をもらえるように、病気でも休めない」など、その実態はあま

りに理不尽です。教育に臨時はありません。教員は基本的に正規

採用する制度とします。その実現までの間、以下のことにとりく

みます。

❶定数増による正規教職員枠の拡大

❷正規採用試験での非正規教員の教職経験の尊重

❸本人の意思があれば、雇用を打ち切れないルールの確立

❹賃金や休暇制度などの処遇の改善。現業職員などの正規雇用の

拡大

　私立学校の教員の 15％をしめている常勤講師（フルタイムで

有期雇用）は、専任教員とほぼ同様に働きながら、身分が不安定

で給与水準も低く、退職金もありません。若い教員を使い捨てる

ような働かせ方は、教育の継続的発展にも逆行します。若年の常

勤講師を専任教員とするように、私学助成のしくみを改善・拡充

します。「無期転換ルール」適用の前に雇い止めを行うなどの脱

法行為も厳しく取り締まります。

　また、私立学校でも夜８時、９時までの勤務が常態化している

学校が少なくありません。部活動が勤務時間として認められな

い、部活動顧問の強要などの問題もあります。私学助成を拡充し

て教員を増やし、持ち時間数を減らすなどして、適正な労働条件

にします。

Ͱͷվળߍֶཱެ˔

Ͱͷվળߍֶཱࢲ˔
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　教員は労働者であるとともに、教育の専門家です。子どもたち

は、人類が蓄積した文化を学び、他者との温かい人間関係のなか

で、一人ひとりが個性的に人として育ちます。その人間形成を支

える教員の仕事は、自らの使命への自覚、それと結びついた広い

教養や深い専門的な知識・技能が求められる、尊い専門職です。

　そうした教員の専門性の発揮のためには、それにふさわしい労

働条件が必要です。授業の準備、子どもへの理解や対応、教育活

動のふりかえり、教育者であり続けるための研究と人間的修養

―それらが人間らしい生活のなかで保障されなければなりませ

ん。同時に、教育の営みには、教育者としての一定の自主的権限

や自律性が必要です。これらのことは、教員以外の学校職員にとっ

ても大切な観点です。

　ところが今、教員は「ブラック」といわれるような異常な労働

条件におかれ、教育の専門職に必要な自律性も奪われています。

そのもとで、子どもの実情や保護者の願いに応じた、柔軟で人間

味のある教育がむずかしくなっています。

　日本共産党は、こうした教員のおかれた状況の打開を強く求め

ます。

ʮڭҭと͸Կか、
৬һと͸ԿかʯΛڭ
େ੾ʹ
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　本提言の目的、教職員の異常な長時間労働の是正は、その重要

な１つです。同時に、まともな労働時間の実現は、専門職として

の誇りと自覚をつちかう土台ともなるものです。

　日本共産党は、多くの国民と教職員のみなさんと力を合わせ、

教職員の異常な長時間労働をなくすために、全力をつくします。






